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幼保一体化施策に関する比較研究- ス ウ ェ ーデ ンの保育政策 を中心に 一 

A Comparative study of the System of the Unit of K indergarten and Daycare-The focus point of A Pre-education Policy in Sweden- 
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現在, わが国では, 平成27年度をめざし , 幼保一体化施策の準備段階である。 かつてわが国と同様に幼保二元化であっ

たス ウ ェ ーデ ンが プレ ス ク ールと し て , 一元化 と な り 注目 さ れてい る。 その史的変遷と さ ら な る変革 を遂げてい る保育政

策 ・ 内容を整理 し , 課題を明らかにす るこ と で , こ れから日指そう と し ているわが国の一体化施策への示唆を得たい。 研

究方法と し て , 主にスウェ ーデン教育省でのイ ンタ ビュ ーに基づき課題 を整理し た。 その結果, 十全な保育政策の他, 遊

びや生活から学びを得て , 学校化 し ない保育の質の保障と , 保護者の要望に関し て , わが国と の相違が明らかと な っ た。 
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はじめに一 0 E C D の幼児教育施策と保育内容

現在の国際社会の中の就学前教育についてみる と , 主

に ECEC (Early Childhood Education and Care) と して, 
乳幼児の発達と学習が初等教育を含むその後の人生の経

験や生活の質に重要な意味 を持つものであると し ている。 

そのために OEc D (経済開発協力機構) では, 0 歳児か

ら ス タ ー ト す る子 どもの発達と 学習の支援と いう 基本的

考え をも ち , 2010年には, 東京において第13回 OECD 
Japan Seminar で は じ めて就学前教育 の テ ーマ で あ る

「保育者の専門性と 園組織運営におけ る質の向上」 が開

催 さ れた (')。 こ のよ う に, 経済政策 と し て も就学前教

育に関心がも たれている。 OECD では, 2001年から保育

政策のための調査 を実施 し , “Starting Strong I ~ m”

の報告に基づ き , 2011年には政策提言がさ れてい る (2)。 

その理由と し ては, OECD 諸国全体にわたり , 経済に関

わる急激な社会変動が各国の家族及び子育ての形態を変

容させている現状を考慮 し , 主に女性の就労と ジェ ンダー 

平等, 仕事と家庭の責任の両立, 人口問題, 子 どもの貧

困 と 不利益の問題に取り 組むこ と と さ れてい る。 そこ で

EcEc への投資を体系的で総合的な政策アプロ ーチをと

るよ う に提言 さ れ, 子 ども にと っ てふ さ わ し い経験 を継

続させて, 人的資源の有効活用 をはかるこ と を求めてい

る。 そこ では, 教育と ケアの共通構想が図 ら れ, 社会で

子育 て をす る シス テ ムが構築 さ れる こ と を求めてい る。

一方, 幼保一体化については, 幼保の 2 つのシステム

が分断 さ れてい る国での問題性が指摘 さ れてい る。 そ れ
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は, 就学前教育は, ホリ ス テイ ツク な ア プロ ーチで学習 ・ 

ケ ア ・ 養護が一体 と な っ て子 ども に提供 さ れるべき も の

であるこ と を前提と し てい る。 しかし , あまり 学校化 し

ないで幼児教育の特性をも っ て学習への一体化 さ れたア

プロ ーチ を実施 し てい る国と , むし ろ小学校の内容 ・ 方

法 を幼児教育に導入す る傾向のあ る国がみら れるのが現

状 で あ る (3)。

わが国では, 2016年 (平成27年度) を目指し, 幼保一 

体型認定こ ども園化に向かっ ているが, 現在は幼保の 2 
つのシス テ ムが存在 し てい る。 ま た, 給付金の一体化 も

実施 さ れる予定だが, こ れまでは保育 ・ 教育の負担 を家

計に頼り , 国と しての公的支出を人材への 「投資」 と し

て捉え てい ない こ と が指摘 さ れてい る (4)。 幼児への先

行投資は社会的 にメ リ ッ ト があ る と い う OECD 諸外国

の調査結果にも関わらず, 就学前はも ち ろ ん教育全般へ

の公財政支出は2008年の統計によ ると OECD 平均の5.0 
% に比 し て3.3% と いう 状況である。 すなわち , 未だに

わが国の子育ては, 核家族化, 少子高齢化, 女性就労と

い っ た家族構成の変化に対応 し てお ら ず, 子育て を個人

の責任 と す る従来 どおり の旧い シス テムで実施 さ れてい

る状態である。

また, 今回の施策でも , 幼保一体化の日的と して 「保

育の質の向上」 が提示 さ れてい るよ う に, 制度だけ では

な く , 幼保一体化に関連 し た保育の質の課題解決が重要

である。 では, 幼保一体化 し た中で保育の質 と し て, 何

を第一にすべき であるのか。 そ れは, 乳幼児の 「遊び ・ 
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生活をと お し た学びの質」 であり , それはその後の幼小

連携を見据えたも のと し て位置づけ ら れるも のであ る。 

新政策では, 満 3 歳以上の 「学校教育」 と それがすべて

の子 どもに質の高い教育 ・ 保育と して与え ら れ, 小学校

へ連携 し てい く こ と が明記 さ れてい る。 では乳幼児の子

ども のためにふ さ わ し い教育環境 と は どのよ う な も ので

あ ろ う か。

そ れは, 0 歳児から開始 さ れてい る環境 を探索 し て学

ぶ姿が保障でき るも のであり , 幼児期にな っ ては仲間と

の学びを伝え合い , 学び合う 姿 を保障す る も のであ る。 

学 びの プロ セスは , まず , 「 あ れっ ? な んだ ろ う 」 「お も

し ろそう だな」 と い っ た幼児自身の気付き , 興味 ・ 関心

が基底 と なり , その後, 「みてみよ う」 「 さわっ てみよ う」

「やっ てみよ う 」 と い う 試行錯誤への契機が幼児の心に

あ ら われ, その結果 「やっ た一 ! 」 「 あれ ? 」 と い っ た

気持ちが動き 「そう だったんだ」 「 どう して ?」 「 どう す

ればいい ? 」 とい った深い思いが徐々にあら われて く る。 

こ れが, 発見 ・ 気付 き になり , そこ から さ ら な る試行錯

誤や創意工夫の行動へと つながっ てい く のである。 また, 
こ のよ う な一連の経験 ・ プロ セスが, 「 も っ と こ う し て

みよ う 」 と か 「「 こ れも で き るかな ? 」 と い っ た意欲や

期待 , 挑戦とい っ た気持ち につながっ てい く のである。

こ のよ う に, 幼児 にと っ ての 「学び」 と は, 対象や人

への関わり 自らかかるこ と で, 自分自身の内面が変容す

るこ と であり , その繰り 返 し によ り , その物へのイ メ ー

ジが定着 し てい く こ と である。 結局, 幼児教育の遊びを

と お し た学びの本質は, 以上述べたよ う な も のであり , 
その内容や遂行 を保障するこ と が保育の質の維持なので

あ る ( 5 ) 0 

1 . わが国における幼保一体化施策の変転

幼保一体化施策の変転については, 平成23年 6 月の国

会におい て , 「社会保障と 税の一体改革法案」 と し て , 
民主党 , 自民党, 公明党での修正協議がも たれ, その結

果, 平成24年 8 月, 三党合意と し て, こ れまで審議さ れ

てき た総合こ ども園の取り 下げがな さ れた。 それに伴い , 
保育所 を総合こ ども園にす る全面移行も撤回 さ れ, 現行

制度の 「認定こ ども園」 の拡充へと大き く 舵が切られた。 

すなわち , それまで審議 さ れてき た幼保一体型施設と し

ての 「総合こ ども園」 の実質撤回と いう こ と である。

こ れまで , 平成23年度には, 内閣府が中心 と な っ て

「子ども ・ 子育て新 システム」 の総案を作成 し , 第180回

通常国会の予算審議の後, 1 兆円かかると言われている

「総合こ ども園」 構想を提示 し た。 その目的は, 第 1 に
すべての子 どもの良質な生育環境の保障のための 「子 ど

ものための手当」 の充実, 第2 に幼保一体化 「こ ども園」

の創設であり , その特徴と し て, ①給付 シス テムの一体

化, ②質の高い幼児期の学校教育 ・ 保育の一体的な提供, 
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③待機児童解消をねら っ た保育の量的拡大, ④家庭への

養育支援, である。 また, 本事業は市町村が実施主体で

あり , 計画の策定, 給付, 事業を行なう 。 こ れは 「市町

村新 シス テム事業計画」 の作成が盛り 込ま れてい る。 さ

ら に, 「 こ ども園」 の教育指針と し て 「 こ ども指針」 の

策定が計画さ れてい る。 なお, こ ども園が幼保のすべて

の機能をも っ た新 しい施設を指 し , 総合こ ども園は, 現

在の認定こ ども園と同 じ く , 単体で幼保の機能をも ち , 
子育て支援を実施するものを想定 し ていた。 大き く , 3 
歳以上では, 保育 を必要と し ない と こ ろでは, 「学校教

育」 と い う 位置づけ , 保育 を必要と す る と こ ろでは, 
「学校教育 プラ ス保育」 と いう 形にな る。 満 3 歳未満で

は , 「保育」 と な る案であ っ た。 さ ら に , 幼保一体の具

体的取組と しては, 多様な保育事業の量的拡大も強調さ

れていた。 こ れまでの認可制度を指定制度に変更 し , 株

式会社やN P 0 な ど多様な参入を可能と し ていた。 この

「新 シス テ ム評価と 課題」 と し ては, 第 1 に地域の子 ど

も と いう 点 を明確に出 し てい る と こ ろが評価でき , 第 2 
に保育と 教育は重なり 共通 し てい るも のであ るこ と , 第

3 に学校教育という こ と で, 幼稚園と同等の保育所での

学校教育の保障が明記 さ れてい る と いう 点が評価でき る

と さ れてい る。 第 4 に幼保小の連携と いう 意味で保育の

学校化 と いう 変質が起こ るのではないかと いう 危惧があ

る。 第 5 には, 保育の質がう たわれてい るが, その向上

が反映 し ていけ るか どう かの問題も あ る。 さ ら に, 児童

福祉や 0 ~ 2 歳児の視点の希薄 さ , シス テムの多様性に

よ るわかり に く さが課題と し て挙げら れる。

一方, 附属幼稚園の取り 扱いは, 給付の対象とはなら

ず, 実施の困難 さが指摘でき よ う 。 加え て, 審議途中か

ら私立幼稚園の補助金制度が新たに設置 さ れるな ど, 政

権交代と同様, 総合こ ども園化ワーキ ングの行方も混迷

を極め, 結局, 幼保一体化 どこ ろか, 文科省 ・ 厚労省 ・ 

内閣府管轄によ る三元化の様相を呈 し ていたと い っ て も

過言ではない だ ろ う (6)。

こ れらは, 政局の動 き に翻弄 さ れたも のと な っ たが, 
結果的には, 先述し たよう に認定こ ども園制度の一部改

正という こ と に落ち着き , 幼保連携型の認定こ ども園を

中心と し た共通の施設型給付, 二重行政の解消, 株式会

社の参与の解消, 小規模保育への給付, 保育教論の検討

等 を加え た も のと な っ た。 ま た , ス テ ーク ホル ダーによ

る地域での子ども ・ 子育て会議の設置等, 内閣府, 文科

省, 厚労省の子育て施策に関す る体制のスク ラ ッ プ & ビ
ル ド を基本に体制を整備す るこ と と な っ た。 同時に, 満

3 歳以上の学校教育, 質の高い保育 ・ 教育の提供, 保育

教論の充実と処遇改善も提示 さ れた。 その後, 政権が自

民党に交代す る と さ ら に, こ の 3 党合意案は推進 さ れる

こ と と なり , 現在に至っ ている。

現在, わが国おけ る幼保一体化を含む新たな次世代育
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成支援のための シス テ ムの検討は , 内閣府の 「子 ど も ・ 

子育 て会議」 におい て推進 さ れてい る。 ま た, 各自治体

で , 地方版 「子 ども ・ 子育て会議」 が条例によ っ て設置

さ れつつある。 こ の会議では, 広 く 子育てに関す る事柄

を検討するが, 主に, 幼保一体化に伴う 行政窓口の一元

化や施設の一体化の問題だけではな く , ①今まで幼稚園

と保育所の二元下にいた子 ども について , 「満 3 歳以上

の子 ども を学校教育とする」 こ と に関連する幼児教育理

念の再確認や, ②公的教育機関と し ての公立幼稚園の存

在に関す る課題が浮上 し てき てい る。 こ のこ とは, こ れ

まで培ってきた幼児教育の有り様の根幹を揺るがす明治

期以来の最大の夕一 ニ ン グポイ ン ト にな る可能性 を秘め

てい る と 言えよ う 。 こ のよ う に, 保育政策は政治と直結

し ており , そのこ と が教育 ・ 保育理念を全面に出す困難

さ を招いてい る , と同時に理念に基づ く 発信をする こ と

が保育専門家の社会的な職務であろう 。

そのよ う な中, わが国におけ る幼保連携型の一体化に

ついて, システム上の問題だけではな く , 本来在るべき

姿と し ての幼保一体の内容を明 らかにす るこ と が重要で

あ ろう 。 幼保一体化政策と し ては世界的な推進国であ る

ス ウ ェ ーデ ンを挙げ る こ と がで き る。 ス ウ ェ ーデ ンの乳

幼児教育については, 先行研究も多 く , 最近 5 カ年では, 
紹介 だけ ではな く , そ れぞれの課題 を提示 し てい る (7)。

例えば, 大野 (2013) 「 スウェ ーデンの保育制度にお

け る現状 について」 や大城 (2013) 「 スウェ ーデ ンにお

け る幼保一元化 カ リ キ ュ ラ ムに関す る研究」 , 白石

(2012) 「 ス ウ ェ ーデ ンのナ シ ョ ナル ・ カ リ キ ュ ラ ムと そ

の展開 (その 2 ) ー カ リ キユラ ム改訂と 「子 ども によ る

影響」 について一」 , 大野 (2012) 「スウェ ーデンの就学

前教育と学校化一2011年学校改革から一」 にみら れる20 
11 年の新学校法におけ る改訂の変更点について, 教育活

動の質について述べた も の, 白石 (2011) 「 ス ウェ ーデ

ンのナ シ ョ ナル ・ カ リ キュ ラ ムと その展開一目線の一つ

「子どもによる影響」 を中心に一」, 白石 (2009) 「スウェ ー

デンにおけ る就学前学校の質に関する取り 組み~ 学校庁

「一般的アドバイス」 を中心に~」, 吉次 (2009) 「スウェー

デ ン forskola におけ る 「生活/学 びの連続性」 の視点 と

実際」 のよ う に, カ リ キュ ラ ム内容に言及 し たも の, 水

野 (2012) 「 スウ ェ ーデ ンの就学前教育 育児休暇と

Forskola」 や吉次 (2010) 「園生活の可視化によ る家庭と

の連続性構築 スウ ェ ーデ ンの実践 」 のよ う に保護者

と の関わり の観点から プレ ス ク ールを述べ たも の, 大城

(2010) 「 スウェ ーデンの forskola 設置主体の多元化に関

する研究」 や大野他 (2009) 「 スウェ ーデンの保育政策

~ ECEC と学校教育の行政統合から ~ 」 のよ う に設置主

体に関する もの, 大野 (2010) 「 スウェ ーデンの就学前

教育にみる就学前学校改革の影響」 と し て学校化の問題

を指摘 し てい る も のと い つたよ う に多岐にわた る。 も ち
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ろ ん, 国の成り 立ちや政治等の背景の異な るこ と は前提

であ るが, ス ウェ ーデ ンは国策と し ての幼保一元化に成

功 し たと みな さ れており , 今なお革新 を遂げつつあ る状

況は関心 を ひいてい るこ と がわかる。

そこ で , 本研究では, わが国と同様な状況から幼保一 

体化施策の最推進国と な っ たスウェ ーデンでの調査から , 
幼保一体化におけ る内容のあり 方と推進後におけ る課題

を明らかに し , わが国がこ れから幼保一体化へ向かう 際

の示唆を得たいと考え る。 

2 . スウ ェ ーデンにおける幼保一体化施策

( 1 ) スウェ ーデ ンの幼保一体化への変遷(8)
以前のス ウ ェ ーデ ンの就学前教育 シス テ ムは , 幼稚園

と保育所の 2 元化であっ た。 それまで一 日 3 時間の幼稚

園教育であっ たスウェ ーデンでは, 1970年代から女性の

社会進出が盛んになり , 家族形態の変化が起こ り , 社会

での幼児のケ ア, 遊び, 学びの保障が必要と な っ た。 ま

た, 保育所の待機児童も増加 し , 大き な社会問題と なっ

た。 こ の時期から それまでの幼保の二元化がまず一体化

し , 現在は一元化 している。

それまでの史的変遷を辿る と , 両親が就労, あるいは

一人親のために預かる施設は, 19世紀なかばに設置さ れ, 
託児所と呼ばれた。 主に下層の家族が利用 し , 裕福な家

族は ドイ ツからの教育的な幼稚園を利用 し た。 20世紀初

めに, 鉄鋼やベ ア リ ン グ, マ ッ チ な どの工業が盛 んにな

り , その余剰金で海外投資も積極的に実施 し , 労働者階

級の支持により , 社会民主党が政権を握っ た。 結果, 女

性の選挙権の獲得, 社会進出が起こ り , 1943年には, 社

会民主党のも と , 公立の託児所設置に力 を入れ, ダーク

ヘ ム daghem と いう 「昼間の家」 と いう 預かる施設がで

きた。 その後, 出来るだけ家庭に近い形態をと り ながら , 
次第に幼稚園も ダークヘムに統合 さ れてい っ た。 その後, 
戦後1945年 , スウェ ーデンは戦火に巻き込ま れず, 経済

競争で優位に立ち , 労働力が不足 し , 女性の社会進出が

求めら れた。 ダー クヘ ムは不足状態にな っ た。 政府の補

助の他, 親たちが協同組合 をつ く り 運営す るも のや, 4 
人までの幼児 を預かる家庭型 ダークヘム制度を推進し た。

1990年代までこ の様な状況であったが, 政府は, 保育

施設の拡充だけではな く , 保育の質の向上, 就学前教育

から学校教育へのスムーズな移行, 学童保育のあり 方な

どの検討 を進めた。 その結果, 1996年に社会保健省から

教育科学省 (当時) の管轄へ移行 し た。 その際, ダーク

ヘムは就学前学校, プレスク ールと いう 名称に変更 した。 

ダークヘムでは季節の変化, 自然の大切 さ , 環境保護, 
友人関係, 遊びの楽 し さ を し っかり教え ていたが, 今は, 
教育の範疇に入っ たので , 暮ら し方だけではな く , 読み

書き , 算数も教え る こ と が普通にな っ た。 レ ツジ ョ ・ エ

ミ リ ア方式やモ ンテ ツソ ー リ 方式が採用 さ れ, 保護者に
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ア ピ ールす る プ レ ス ク ールも増え てい る。

また, 1992年まではすべて公立であ っ たが, 2008年に

は, 75% が公立 , 25% が民営 であ る (9)。 プ レ ス ク ール

は, 最長で月~ 金の朝 6 時半~ 18時頃までオープ ンし て

い る。 さ ら に, 1998年からは, 6 歳にな る と学校の入学

を ス ムーズにす る ために就学前 ク ラ ス に入り , 1 日 3 時

間の授業が実施さ れる。 このク ラスの費用は無料であり , 
義務教育ではないが殆 どの幼児が通っ てい る。 そ し て 7 
歳になると 9 年制の基礎学校に入学する。 なお, 6 歳~ 
12歳までは学童保育に行 く こ と が出来る。 始業前 ・ 昼休

み ・ 放課後は学童保育指導員がケアをす る。 その他, 余

暇施設, 家庭型 ダークヘム, オープ ン余暇施設が学童保

育 を補 っ てい る。

次に現状の幼保一体化施策について, 主に2012 (平成

24) 年 3 月24 日~ 30日調査のスウェ ーデン教育科学省

(Swedish National Agency for Education) Carina Hall 
氏のイ ンタ ビュ ーを踏まえ報告す る。 

( 2 ) 現在のスウェ ーデンの幼保一体化と教育 シス テム

2011年から新教育法が公布 さ れ, プレス ク ールの位置

づけ, 教員の資質能力の向上がさ らに整備さ れる。 現在, 
ス ウ ェ ーデ ン政府は , 分離 シス テ ムを実践 し , 小 さ な政

府を目指 し ている。 その中で学校関係と し て, 政府と議

会を と お し , カ リ キュ ラ ムは国会で決定 さ れてい る。 3 
つの学校エ ー ジ ョ ンシー である教育庁 ・ 監督庁 ・ 特別支

援庁から成る学校体系である。 教育庁の仕事の内容は, 
部門別に, 主に一般管理と い っ た書類作成の部門, カ リ

キュ ラ ム概要や指針の作成部門, 学校評価や追跡調査の

部門, 学校支援の提供する部門, 新 しい知識の開発と普

及をする部門の 5 部門から成っ てい る。

1970年代幼保一体化へと政策が実施されていつたが, 
1996年に教育省の所管になり , その後, それまで福祉省

にあ っ た 0 歳から 2 歳児が, 教育省に統合 さ れ, 教育制

度は, 0 歳児から大学まで一貫 し たも のと な っ た。 0 歳

児は, ほと んど両親のいずれかが休業制度を利用 し , 家

庭で養育す る。 その制度を利用す るのは母親が殆 どであ

り , 1 歳にな る と保育機関に預け て仕事に出 るケ ースが

90%以上であるという 。 こ のよ う に, 1 ~ 12歳の学校 シ

ス テ ムは , ス ウ ェ ーデ ンモ デルと 言われる も ので , その

間, 9 年間の義務教育がある。 その内容は, 1 ~ 5 歳の

プレス ク ール, 6 歳から中学生まで利用可能な時間外の

レ ジャ ータ イ ムセ ン タ ー (学童保育) , 6 歳児が通う 就

学前ク ラ ス , 小学校にあたる基礎学校は 7 歳児から であ

る。 また, 特別支援学校, 障害者との統合学校, スウェ ー

デ ンの伝統的な ト ナ カイ 飼育 を し てい るサー ミ 族の学校

を含めて中学まで義務教育があり , その後, 高校から大

学まで無償である。 こ の制度は, スウェ ーデンでの留学

生にも適用 さ れていたが, 最近では, E U 以外の留学生
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を無償にするこ と に対する異議が出 さ れてい る。 しかし , 
子 どものケアや教育は社会と し ての問題であ る と し , 税

金が投与 さ れ, 子 ども の行き たい学校に進学でき るよ う

にその権利 を保障す る こ と , その必要 を満 たす ために

「場」 を提供す る必要があ る こ と は重要な こ と で あ る と

述べ ら れた。

一方, 就学前教育についてみると , 0 歳児保育はどち

らか一方の親の13 ケ月分の給与が補償さ れるため, 両親

保険により 育児に専念でき るため在宅での保育と なり , 
プレスク ールで預かるこ と は殆 どない。 就学前施設と し

ての1歳 ~ 6歳児対象のプレ ス ク ールでは, ①子 ども の成

長と教育の保障, ②両親の仕事 と両親の成長にかかわる

学びの保障, の 2 つを目標と し ている。 つまり , 親と し

ての成長の場 を提供す る こ と も その保障のひと つと な っ

てい る。 こ の母親の自 ら の成長 を保障す る考えは, 北欧

の特徴で も あ る と さ れてい る。

費用については, 無償ではな く 子 ども 1 人の場合は, 
月収の 3 %であ るが, max tax 法によ り 1260スウェ ーデ

ン ・ クロ ーネ (SEK) まで と さ れている。 日本円で 8 千

円程度であ る。 子 ども が 2 人, 3 人と増え るに従っ て収

入の 2 %, 1 % と 減額さ れ, max tax も子 ども 2 人で840 
SEK, 3 人で420SEK と なる。 4 人以上の子 どもの場合

は, 保育料はかから ない仕組みにな っ てい る。 ま た, 週

15時間以内であれば, 保育料は無料である。 いずれも ど

のよ う な収入の両親で あ っ て も プ レ ス ク ールに行け る保

育料で あ る。 こ のよ う に保育料にはマ ツク ス タ ツク スが

あり , 収入によ る相違は以前ほ どない。

現在, 1 ~ 3 歳児の75%がプレスク ールに通い, 4 % 
が家庭内保育を受けている。 また, 4 ~ 5 歳児の94%の

子 どもがプレス ク ールに通い, 4 %が家庭内保育 をう け

てい る。 こ のよ う にス ウ ェ ーデ ンでは , プレ ス ク ールは

殆 どの乳幼児がかかわり , 保護者も満足 し てい るのが現

状である。 なお, 2008年では, 1 ~ 5 歳児のう ちの81.3 
% が プ レス ク ールに通 っ てい る ('°)。

また, 質の高い保育 を提供す るためにも , 就学前教育

を社会の課題と して捉え, 1980年から教育庁が関与 し , 
1998年 にナ シ ョ ナル ・ ス タ ン ダー ド と し ての教育課程が

公布さ れた。 現在は, 教育部門にすべて統合 し , 成長発

達 ・ 教育の部門にしたこ と , 責任の所在を地方自治体に

よ る も のと し , ス ウ ェ ーデ ンの特徴で も あ る コ ミ ュ ー ン

の責任と し , 公的資金を出来るだけ投入したこ と , 特別

支援を充実し , すべての保障を見直 して拡大 し たこ とが, 
保育の質 を高めるための施策と し て挙げら れた。 

( 3 ) 保育内容について

保育内容と し ては, 特に生活や遊びから学ぶこ と を中

心に展開 し てい る。 ナ シ ョ ナル ・ カ リ キ ュ ラ ムと し て

1998年に “Lpf598” が公布さ れ, 2010年に改訂がなさ れ
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てい る ('')。
基本的に日常生活の中での遊びと 学びをつなげるこ と

で も あり , ケ アと 教育 を ひと つにす る も のであ る。 毎日

の生活の中で子 ども が面白い と思う も のや, 少 し刺激を

与え る環境 を準備 し , それが安全な中で行われるこ と で

あ る。 その学びは遊びの中で包括的に教育 と成長が手 を

と り あう よ う に し , 子 ども の成長 を促す も のと し な く て

はな ら ない と し てい る。 こ のよ う な ホリ ス テ イ ツク教育

と し ての遊びを通 し た学 びは, 子 ども自身が世界 を学ぶ

こ と であり , 特に重点 をおいてい る。 ま た, 学校ではな

いので , 勉強的な教育に偏 ら ないよ う に注意 し ており , 
実際に保護者の要望と し て, 学校化 し ないで十分遊ばせ

てほしい, と いう 声も多い。

さ ら に, 保育内容におけ る基本と し て , すべての子 ど

もは全感覚 を使 っ て可能性を開いてい く ものである と し

てい る。 それは, ま た, 子 ども時代の価値 をつ く り あげ

てい く こ と につながる と さ れてい る。

まず, 「規範と 価値」 がすべての学校教育の根底 と な

り , 一貫教育 に活かさ れてい る。 こ れは, 異な っ た意見

や価値 をも っ た人々に気づき , 子 ども たちの間で刺激の

あるやり と り をす るこ と で , お互いに尊重 し て解決す る

能力 を身につけ るこ と である。

すなわち , 遊びの中でのグループの重要性 を挙げ るこ

と がで き る。 グループ活動 を重視 し , 問題の解決をはか

り , 意見を伝え合い, お互いの意見を尊重 し , 社会の中

で協力 して生きてい く こ と を学ぶ場でもある。 そこ では, 
自分と周囲の関係性をつ く り , それがグループと し て生

まれてい く のであり , そのこ と で グループの中での自分

を知り , 自覚し , 自分自身の身体的, 精神的, 社会的有

用性を知り , 民主主義の基本を獲得するこ と ができ る。

また , 「成長と 学び」 は, 新 しい知識から創造性 を育

み, 学びの楽 し さ を促進させるこ と を実感 し , 人間と し

て成長す るこ と であ る。 すなわち , 就学前に好奇心を も

ち , 物事 を学びたい と いう 習慣を付け るこ と , そのこ と

を躊躇せずに自信 を も っ てやっ ていけ るよ う に, ひと つ

ひと つの事 を取り 上げて見ていき , 子 ども によ る表現の

相違や影響を見てい く こ と である。 ひと り の子 ども と し

て見 るこ と で , 各子 ども の選択 と見方が尊重 さ れるこ と

を確実にし , 男女は共に同等の働き をすると いう こ と を

確実に し , 性別に分け るこ と な く , 権利があるこ と を学

ぶのである。 男女差な く お互い を尊重す るこ と , を提示

し てい る。 こ のこ と は, 家庭, 保護者と の共同作業であ

り , 子 ども の発達をめ ぐ っ ての家庭と の連携が欠かせな

い o 

( 4 ) プレ ス ク ールをめ ぐ る連携につい て

プレ ス ク ールをめ ぐ る連携について , まず, 保護者と

の連携であるが, 子育ては家庭と の共同作業であり , 保
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護者がプ レス ク ールの保育に意見 を言う 権利 を も っ てい

る。 教師 も両親への尊敬を示 し , よい関係を も つよ う に

心がけ てい る。 日常は, 送迎の際に, 担任 と各保護者が

かかわるよ う に し てい る。 ま た, 最低 1 年 に 1 回 , 子 ど

も の最善, 成長, 学びについて, 両親と 基本的に話 し合

う こ と と し てい る。 そこ では, 保護者 と と も に子 ども の

成長について , 共通の日標を も ち , 子 ども を育て る共同

者と し てのパート ナーシ ッ プを築 く よ う に心がけ てい る。 

ガイ ド ライ ンと し て教育要領に示 さ れてい る。

さ ら に, 子 ども たち のあ ら ゆる成長 を支え る ために, 

プレ ス ク ール→就学前 ク ラ ス→基礎学校やレ ジ ャ ー タ イ

ムセ ン タ ー (学童保育) と いう 中で , 子 ども たちが新 し

い環境で違和感を抱かないよ う にするこ と を目的 と し て

い る。 そこ で , 重要なこ とは, 子どもの発達をめぐる連

携であり , ひと つの連携の円の中で動 く よ う にする と い

う こ と である。 そこ では, 子 どもの一人一人の必要に気

づ く こ と が義務であ る と さ れてい る。 プ レス ク ールと同

様, レ ジ ャータ イ ムセ ンタ ーも教育科学省の管轄であ る。 

( 5 ) 教職員について

ス タ ッ フ につい ては , プ レス ク ールの教師は , 4 年制

大学の出身者であり , チ ヤイ ル ドマイ ンダー (保育士) 
は, 高校卒業の資格である。 また, 演劇やス ポーツ等で

の特別の能力 をも っていて, 大学教育を受けた人である。 

教員研修は , キ ヤリ ア ア ツプのため教師の自由意志によ

り実施している。 研修期間は停職し無給であり , 学校へ

通学す る。 その場合, 授業料は無料である。

しかし , スウェ ーデンの教育的課題は, 教師の社会的

地位が低いこ と であり , 給与も低 く , 教師のなり 手が少

ない こ と である。 4 年制 を出た プレス ク ールの教師を増

やすこ と が課題であり , 2011年の 「新学校法」 から教師

の責任が重要であるこ と が明示 さ れてい る。 現在は高校

出身の保育士 もい るが, 将来はこ の職種は減少す るであ

ろう 。 今後, 就学前教師の教員養成も含めて 4 年制の大

学教育に加えて実習を中心と し た修学年限を延長する方

向であり , 将来の免許制度も異な っ て く るであ ろ う ('2)。

教員の資質については, 2010年の調査の結果, プレス

ク ール間で質の相違があ るこ と や, 教師が少な く て子 ど

も のグループの人数が多 く なり , 問題にな っ てい る。 こ

れらは子 どもへの影響が大きいので早急に解決を し な く

てはならない。 現在は, 1 ~ 3 歳児 5 人に 1 人の保育者, 
3 歳以上は 7 人に 1 人の保育者という 規定がある。 保育

時間は7 : 00~ 17 : 30である。 その中で9 : 00~ 15 : 00 
は遊びを と お し た教育的なこ と をするよ う にな っ ている。

なお, 1970年代の幼保一体化の創設時には, 反対も多

く あっ たが, 現在では一体化 し てよかっ たと言え る。 今

後, 子 どもの可能性を広げる こ と と し て, 保育の充実は

さ ら に必要で あ る と さ れてい る。 
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3 . プレスク ール (Forskola) の実際

2010 (平成22) 年 8 月12 日実地調査のゲー テンボルグ

L angst6msatans Forskola 及び Vintervadersgatans Forskola 
の Kersfin Thulin 園長と2012 (平成24) 年 3 月27 日実地

調査のス ト ッ ク ホルム Forskolen Skeppet の Anna Carin 
園長の説明 を聞い た。 こ こ では主にス ト ッ ク ホルムの プ

レ ス ク ールを中心に実践 を述べ る。

ス ト ッ ク ホルムの郊外 にあ る プ レ ス ク ールの園長は , 

6 カ所のプレ ス ク ールで250人の子 ども と97人の先生を

管轄 し , 人事権も あると いう こ と であっ た。 ス タ ッ フは

53% がプレスク ールの教師, 47% が保育士である。

両方の幼稚園に共通し ているこ と だが, 子 どもに対す

る人数は, 1 ~ 2 歳児が, 教員 1 人あたり 5 名, 3 ~ 5 
歳児は子ども 7 名に 1 名の教員数である。 オープン時間

は, 7 時から17時半であるが, 必要に応 じ て時間は変化

す る。 保育時間は, フルタイ ムで 8 時間であ るが, 保育

時間は, いろいろな形態があり , 保護者は自分たちに合っ

た方法 を選ぶこ と ができ る。 就労に関係な く , 子 ども を

預け るこ と もでき る。 9 時~ 15時に, 教育的な内容を実

施する。

保護者とは, 毎日の送迎の他, 1 学期に 1 回, 年 3 回
担任と話 し合い をす る。 そこ で , 子 ども の成長について

共通認識を も つよ う に し てい る。 ま た, 保護者にたずね

る ガイ ド ライ ンがあ るので , メ ールで送付す る。 子 ども

を個人 と し て見 るのではな く , グループの中で その子 ど

も にと っ て どのよ う な こ と が必要なのか, 話 し合 っ てい

る。 しか し , そのグループの固定化は し ないよ う に気 を

つけ てい る。 多 く の子 ども たち と 異年齢でかかわれるよ

う に, 必要に応 じ て実施 し てい る。 プレス ク ールは文字

や数字 も扱う が, 成績を測る も のではな く , 子 ども の可

能性をつ く るこ と であり , 将来の方向性をつ く っ てい く

こ と であ る。

幼保一体化については, 当時は反対 もあ っ たが, 今は

一体化 し てよかっ たと 思う 。 最近, 教員養成校では, 内

容に変化があり , 子 ども の日常生活のなかでにい ろい ろ

な方法 をケ ア し てい く こ と を学び, 教育の目標と し て , 
民主主義を獲得 し , グループで活動でき る人間を育てる

こ と を目的 と し て養成 さ れてい る。 

( 1 ) 環境について (写真 1 , 2 )
室内環境は学 びを意識 し て色合いも工夫 さ れていた。

年齢別のク ラ スで , 7 8 人以下の小 グループでの活

発だが落ち着いた活動であっ た (写真 1 ) 。 外遊びも活

発にな さ れてい た。 いずれも幼稚園 も北イ タ リ アのレ ツ

ジ ョ ・ エ ミ リ アの幼児教育方法を援用していた (写真 2 , 
3 ) 。 ゲー テ ンボルグの幼稚園では, 教育的 ア プロ ーチ

を考え ると , レ ツジ ョ ・ エ ミ リ アが最も適切である と い

う 説明であっ た。 両園と も , 保育の中で も っ と も重要視
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し てい るこ と は, 「聞 く こ と」 であ る と の説明であ っ た。 

(写真 1 ) 1 グループ数人の 4 歳児ク ラ ス

(写真 2 ) 色水のびんの色彩一 レ ツジ ョ ・ 工ミ リ アの影響が

み ら れる

( 2 ) ポート フ ォ リ オ (写真 3 ) の活用について

両園共, 保育室に各子 どもの日々の様子を記入したも

のや作品等がク リ イ フ アイ ルの中に納めら れ, 教師によ

る各々の子 ども についての観察記録も 収納 さ れてい る。 

保護者は自分の子 ども のフ ァイ ルを自由に見 るこ と がで

き る。 室内の棚等は全体的に子どもの視線に合わせてあ

り , 高 さが低 く , 自然のもので調和がと れている。 こ こ

(写真 3 ) 調和のと れた室内一正面奥の戸棚にポー ト フ ォ

リ オのフ ァ イ ルが並 んでいる
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に も レ ツジ ョ ・ エ ミ リ アの影響 を見る こ と が出来 る。 

( 3 ) 保護者との連携の取り 方 (写真 4 )
保護者は園の 1 年間の予定をこ のよう な掲示で見るこ

と がで き る (写真 4 ) 。 ま た, 個人的な連絡事項の紙媒

体は減少 し , イ ン タ ーネ ッ ト でおこ な っ てい る。 子 ども

の活動の経緯を壁に掲示す るな ど, 随所に保護者と の連

携を見出すこ と が出来た。 

(写真 4 ) 中央の掲示は室内への入 り口に掲示 さ れている

1 年間の行事予定表であり , 保護者へのアナウ

ン スで あ る。 

おわ り に一 スウ ェ ーデ ンから学 ぶ幼保一 体化

スウェ ーデ ンにおけ る幼保一体化施策以前は, わが国

と同様, 長い間二元化であった。 しかし , 社会変化と女

性就労者の増加に伴い, 育児の問題が社会問題化 し , 労

働す る者の声と し て幼保一体化が推進 さ れ, 最近では, 
保育料のマ ツク ス タ ツク ス制度の導入等いずれも労働す

る側のコ ミ ュ ー ンから の発信で施策が動い てい つたこ と

がわかっ た。 それは, 働 く 者が必要であ るこ と から子 ど

も の養育が問題と し て浮上 し , そのこ と に対 し て, 即座

に改革が実施 さ れ, 制度がつ く ら れてい く , という 状態

であ っ た。 こ のこ と は常に政局 と 絡んだ方策がと ら れて

い る。 しか し , こ れは, まず, 子 ども にと っ て何が最善

であ るか, と いう 観点から捉え ら れており , そのこ と は

子 どもや保護者の人権を尊重すると いう 基本的姿勢があ

ら われてい る と いう こ と が言え よ う 。

一方, 幼保一体化に伴う 教育省への統合について, 就

学前の保育 を 「学校化」 す る と い っ た指摘 も あ る ('3)。 

しかし , 今回のイ ンタ ビュ ー調査では, 就学前教育の特

性が意識 さ れ, 何度 も プレス ク ールを 「学校化 し ないよ

う に し てい る」 と い っ た説明が繰り 返 さ れた。 ス ウェ ー

デンを含む北欧では, 小学校入学が 7 歳であり , 他の国

に比較して 1 年あまり学齢期が遅い。 このこ とは, スウェ ー

デ ンで も問題視 さ れてい るが, 就学年齢 を下げる代わり

に 1 年間の就学前ク ラ ス を無料と し て , プレス ク ールか

ら基礎学校への架け橋と な るよ う な, 主に読み書きや算
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数や科学を中心と し た学習の時間が設け ら れてい る。 そ

こ は, 就学前ク ラ スでは, やや学校化す るこ と が日的で

あ るが, その分 , プレス ク ールは, 遊びを中心 と し て , 
遊びや生活からの学びを常に意識 し た内容を考え てい る。 

そのこ とは, 保護者の姿勢と関連し てい る と考え ら れる。 

すなわち , 保護者から の要求 と し て , まず, プレス ク ー

ルでは, 遊びを十分行い , 子 ども の時代 を価値あ る も の

と し て , 早教育に走 るこ と がないよ う に, ス タ ッ フ に述

べてい ると のこ と であっ た。 こ れは, 保護者の姿勢に支

え ら れ, 理想的な保育内容が展開でき てい るこ と で も あ

り , また, 保護者への尊敬の念と よい関係性を構築す る

こ と がス タ ッ フの仕事 と し て教育要領のガイ ド ライ ンに

明記 さ れてい る こ と も大いに影響がある と考え ら れる。

翻っ てわが国の幼保一体化についてみる と , 一体化へ

の長い変遷を経て平成27年度を目指 し , 各自治体で子ど

も子育て会議が開催 さ れている。 しかし , 保護者自身の

「幼児期におけ る教育の特性」 についての共通認識が少

な く , 多 く は早めに学習するこ と で, 小学校以降, 楽に

な る と いう 認識があり , 子 ども にと っ ての遊びの意義 も

理解さ れに く い現状があ る。 わが国の幼稚園教育要領 ・ 

保育所保育指針の保育内容も子どもの経験をとお して, 
遊びや生活 を通 し た学びが貫かれてい るが, その趣旨も

十分保護者に届いているとは言い難い。 こ れは, スウェ ー

デ ンのよ う な , 保護者は プ レ ス ク ールへ意見 を言う 権利

を も っ てい る , と い っ た考え が, わが国には稀薄で あ る

こ と も 要因のひと つであろう 。 本来, 子 ども の成長を支

え るためにも保護者と の協力は欠 く こ と ができ ないはず

であるが, 就労す る親は子 ども を預け てまかせ, そう で

はない親は, 園側に学習的な内容 を期待 し てい る。 わが

国 も さ ら に保護者 と の協力体制 を明確に ガイ ド ライ ンと

し て掲載 し , 親と し て育つこ と を親も意識する こ と を目

標にすべき であろう 。

さ ら に, こ れまでの幼稚園教諭と保育士 と の間におい

て, 子 どもの成長を支え , 最善の利益 を考え てい るこ と

は共通であ るが, 保育内容 ・ 方法の相違も あり , また, 
同 じ職場ではないこ と から生 じ た誤解と も いう べき様々

意見から溝が生 じ ているこ と も事実である。 こ のこ とは, 
今後幼保一体化を推進する上で, 特に幼保連携型の認定

こ ども 園においては大き な問題と な るであ ろ う 。 こ の解

決と し ては, 幼保合同研修のあり 方が課題と な る。

今後, わが国でも学校化しない方向をと り , 当面 「 3 
歳児からの教育」 に向かう 上で, 0 ~ 6 歳児を対象と し

た保育内容を整備すると もに, 幼保の保育者双方の理解

と保護者と共に創り 出す保育を目指 し た子育て支援内容

を充実 させてい く こ とが, 本来の子どもの発達を促進し , 
保育の質 を高めるこ と につながる ものである と考え る。 



名須川 知 子

注

(1) OECD (2010) . 保育者の専門性と園組織運営におけ

る質の向上. 13'h OECD-Japan Seminar ; 2010年 6 月 7 ,
8 日 束京.

(2) OECD, 星美和子他訳 (2011) . OEc D 保育白書一人

生の始まり こ そ力強 く : 乳幼児の教育と ケア (EcEc )
の国際比較. 明石書店.

(3) 泉千勢他 (2008) . 世界の幼児教育 ・ 保育改革最前

線. 世界の幼児教育 ・ 保育改革と学力. 明石書店. 26-
27

(4) M.Taguma (2010) Introduction of the key topics of 
the seminar. 13'h OECD-Japan Seminar June 7. Tokyo 

(5) 兵庫県教育委員会 (2011) . 遊びを通 し た確かな

「学び」 を培 う 指導 と 評価. 及び兵庫県教育委員会

(2012). 幼児期の 「学び」 を伝え合う力の育成に向け

て. 兵庫県教育員会

(6) 名須川知子他 (2012) . 幼保一体化施策に関わる実

証的研究 と教育研修モデルの構築.平成24年度 「理論

と 実践の融合」 に関す る共同研究活動成果報告書.兵
庫教育大学.

(7) 日本保育学会第62 回大会 (2009) ~ 第66 回大会

(2013) におけ る ス ウ ェ ーデ ンの プ レ ス ク ールに関す

る研究発表

(8) Amer Erizabeth, 岡本久子 ( 訳) (2009) . Barns 
z yfande l to s o a 一e f raga om demo afz (utgava1-

3) Lund : Studentliteratur
(9) B M.Korpi, B.R.Tuner (訳) (2007) . The Politics of

Pre-So oo -znfenfzons and deczszons nderfyzng f e emer-

gence and growth of the Swedish pre-school 3「d edition
The M inistry of Education and Research.

なお, 邦訳は, 太田美幸 (訳) (2010) . 政治のなか

の保育一 スウェ ーデ ンの保育制度はこ う し てつ く ら れ

た. かもがわ出版.
(10) 渡追芳樹 (2013) . スーパーモ デル ・ スウェ ーデン

~ 変容を続け る福祉国家~ . 法研. 136-137
(11) Skolverket (2010) Curriculum for the Preschool

Lpfo98. Revised 2010
(12) C.Toftenius (2010) . Pol流cs and practices for assur-

加g ua z of ed cation an care young c z dren

Cond流ons and concerns in Sweden. 13'h OECD-JAPAN
Seminar June 2010.

(13) 大野歩他 (2011) . スウェ ーデ ンの就学前ク ラ スに

関する研究 「学校化」 問題と 生涯学習アプロ ーチの

観点から 一. 保育学研究 vol.49-2.19-29 

(平成23~ 24年度 学長裁量経費 「理論と実践の融

合に関する共同研究活動」 によ る 「幼保一体化施策に

関わる実証的研究と教員研修モデルの構築一幼保一体

42 

化の基礎調査を中心に一」 におけ る研究補助金を受け

たも のであり , その研究の一部であ る。) 




